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(57)【要約】
湾曲操作装置は、操作部３に設けられ所定の方向に傾動
可能に支持される湾曲操作部材４５と、操作部の先端側
に設けられた湾曲部７と、湾曲操作部材に一端が接続さ
れて湾曲操作部材の変位に応じて牽引弛緩される操作ワ
イヤ６５ａ、６５ｂ、６５ｃ、６５ｄと、湾曲部に先端
が接続されて牽引弛緩により湾曲部を湾曲させる牽引ワ
イヤ２３ａ、２３ｂ、２３ｃ、２３ｄと、操作ワイヤの
他端が第１の位置６４ｘに連結され第１の位置から操作
部の長手軸Ｏの軸周り方向に所定の角度移動した第２の
位置６４ｙに牽引ワイヤの基端が連結され操作ワイヤの
牽引弛緩に応じて変位可能に保持された連結部材６０と
を具備してなる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作部に設けられ、所定の方向に傾動可能に支持される湾曲操作部材と、
　前記操作部の先端側に設けられた湾曲部と、
　前記湾曲操作部材に一端が接続されて、前記湾曲操作部材の変位に応じて牽引弛緩され
る操作ワイヤと、
　前記湾曲部に先端が接続されて、牽引弛緩により前記湾曲部を湾曲させる牽引ワイヤと
、
　前記操作ワイヤの他端が第１の位置に連結され、前記第１の位置から前記操作部の長手
軸の軸周り方向に所定の角度移動した第２の位置に前記牽引ワイヤの基端が連結され、前
記操作ワイヤの牽引弛緩に応じて変位可能に保持された連結部材と、
　を具備することを特徴とする湾曲操作装置。
【請求項２】
　前記連結部材は、第１の円環形状部材と、この第１の円環形状部材の内部で回動自在に
支持される第２の円環形状部材とによって構成され、
　前記第１の円環形状部材は、対向配置される一対の軸部若しくは一対の孔部を支軸とし
て前記第２の円環形状部材と共に同方向に揺動自在に設けられ、
　前記第２の円環形状部材は、前記第１の円環形状部材の前記支軸に対して直交する軸を
支軸として前記第１の円環形状部材とは独立して揺動自在に設けられていることを特徴と
する請求項１に記載の湾曲操作装置。
【請求項３】
　前記連結部材における前記第１の位置と前記第２の位置とは、同心円上に配置されてい
ることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の湾曲操作装置。
【請求項４】
　前記連結部材における前記第１の位置は、前記第２の位置よりも小径となる円周上に配
置されていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の湾曲操作装置。
【請求項５】
　前記連結部材における前記第１の位置は円周上に配置され、前記第２の位置は楕円上に
配置されていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の湾曲操作装置。
【請求項６】
　前記連結部材における前記第１の位置は楕円上に配置され、前記第２の位置は円周上に
配置されていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の湾曲操作装置。
【請求項７】
　操作部と、
　前記操作部の先端側に連設され細長管形状に形成される挿入部とを有し、
　前記操作部の内部に請求項１～請求項６の何れか一つに記載の湾曲操作装置を備えてな
ることを特徴とする内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、湾曲操作部材の傾動操作に連動させて湾曲部を湾曲動作させ得る湾曲操作
装置及び内視鏡に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、生体の体内や構造物の内部等、外部からは観察が困難となる被検体を観察するた
めに、被検体の内部に対して、観察手段を備えた細長形状の挿入部を挿入して内部観察を
可能とする内視鏡が、例えば医療分野または工業分野において広く利用されている。
【０００３】
　この種の内視鏡の挿入部には、被検体の内部への挿入性及び観察性を向上させるために
、先端部近傍を湾曲自在に構成した湾曲部が設けられている。この湾曲部は、操作部に設
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けられた湾曲操作装置によって湾曲操作される。
【０００４】
　従来の内視鏡において、挿入部の湾曲部を湾曲操作するための湾曲操作装置としては、
例えば棒形状の湾曲操作部材（ジョイスティック）を傾動操作するタイプのものや、回転
ダイヤル形状の湾曲操作部材（操作ノブ）を回転操作するタイプのもの等、各種の形態の
湾曲操作装置がある。例えば日本国特許公開２００７－３２５９５８号公報等によって開
示されている湾曲操作装置は、ジョイスティック型の湾曲操作部材を有するものである。
【０００５】
　この種の湾曲操作装置は、湾曲操作部材のほか、各種の構成部材によって構成されてい
る。これらの構成部材のうち湾曲操作部材以外の構成部材は、主に操作部の内部に配設さ
れている。また、湾曲操作部材と湾曲部との間を接続するワイヤー部材が操作部及び挿入
部内に挿通配置されている。
【０００６】
　さらに、従来の内視鏡の操作部内部には、例えば吸引操作に連動する吸引機構に関する
構成部材や、送気操作や送水操作に連動する送気送水機構に関する構成部材等、各種の構
成部材が内蔵配置されている。そして、吸引チューブや送気チューブ及び送水チューブ等
のほか光源装置からのライトガイド等は、上記ワイヤー部材と同様に操作部及び挿入部内
に挿通配置されている。
【０００７】
　このように従来の内視鏡においては、操作部内部に各種の構成部材が固定配置されてい
るが、操作部を小型化するのに際しては、操作部の内部における各種構成部材を効率的に
配置する工夫が必要となる。
【０００８】
　ところが、従来の内視鏡における湾曲操作装置のワイヤー部材は、挿入軸方向に可動す
る構成のため、他の固定構成部材、例えば吸引チューブ等との干渉を避けて配置する必要
がある。
【０００９】
　そのために、従来の湾曲操作装置においては、例えば湾曲操作部材と湾曲部との間をワ
イヤー部材で接続するのに際し、操作部の内部において、ワイヤー部材の牽引方向を変換
する牽引方向変換部材を設けたり、湾曲操作部材の傾動方向（上下左右の正方向）に対し
てワイヤー部材を斜め方向に配置する等、ワイヤー部材の配置を工夫することによって、
操作部内においてワイヤー部材が他の構成部材と干渉するのを避けるための構成がとられ
ている。
【００１０】
　しかしながら、例えば湾曲操作部材の傾動方向（上下左右の正方向）に対してワイヤー
部材を斜め方向に配置する構成では、挿入部を挿通するワイヤー部材もまた同様の配置に
する必要がある。このことから、当該構成では、挿入部の内部における各種構成物のレイ
アウトに制限が生じてしまい、よって、挿入部の細径化を阻害する要因になってしまう可
能性がある。
【００１１】
　本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、湾曲
操作部材の傾動操作に連動させて湾曲部を湾曲動作させ得る湾曲操作装置と、この湾曲操
作装置を操作部内部に具備する内視鏡において、湾曲操作装置のワイヤー部材の牽引方向
を変換するための機構を簡単な構成で実現し、操作部が大型化するのを抑止しながら、ワ
イヤー部材の操作部及び挿入部内における配置の自由度を広げ得る構成を有する湾曲操作
装置及びこれを適用した内視鏡を提供することである。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様の湾曲操作装置は、操作部に設けられ、所
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定の方向に傾動可能に支持される湾曲操作部材と、前記操作部の先端側に設けられた湾曲
部と、前記湾曲操作部材に一端が接続されて、前記湾曲操作部材の変位に応じて牽引弛緩
される操作ワイヤと、前記湾曲部に先端が接続されて、牽引弛緩により前記湾曲部を湾曲
させる牽引ワイヤと、前記操作ワイヤの他端が第１の位置に連結され、前記第１の位置か
ら前記操作部の長手軸の軸周り方向に所定の角度移動した第２の位置に前記牽引ワイヤの
基端が連結され、前記操作ワイヤの牽引弛緩に応じて変位可能に保持された連結部材と、
を具備する。
【００１３】
　本発明の一態様の内視鏡は、操作部と、前記操作部の先端側に連設され細長管形状に形
成される挿入部とを有し、前記操作部の内部に前記湾曲操作装置を備えてなる。上記湾曲
操作装置を具備する。
【００１４】
　本発明によれば、湾曲操作部材の傾動操作に連動させて湾曲部を湾曲動作させ得る湾曲
操作装置と、この湾曲操作装置を操作部内部に具備する内視鏡において、湾曲操作装置の
ワイヤー部材の牽引方向を変換するための機構を簡単な構成で実現し、操作部が大型化す
るのを抑止しながら、ワイヤー部材の操作部及び挿入部内における配置の自由度を広げ得
る構成を有する湾曲操作装置及びこれを適用した内視鏡を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態の湾曲操作装置を具備する内視鏡の外観を示す正面図
【図２】図１の内視鏡の外観を示す右側面図
【図３】図１の内視鏡の外観を示す上面図
【図４】図１の内視鏡の先端部および湾曲部の要部を示す横断面図
【図５】図１の内視鏡における湾曲操作装置のワイヤ牽引部材とシリンダとの配置関係を
示す説明図
【図６】図１の内視鏡における湾曲操作装置のワイヤ牽引機構とシリンダとの配置関係を
示す斜視図
【図７】図１の内視鏡における湾曲操作装置のワイヤ牽引機構の内部構造体を示す斜視図
【図８】図１の内視鏡における湾曲操作装置のワイヤ牽引機構の内部構造体を示す分解斜
視図
【図９】図１の内視鏡の操作部の要部断面図
【図１０】図１の内視鏡の操作部内における中継円板機構の配置を示す図
【図１１】図１の内視鏡の操作部内における中継円板機構の断面を拡大して示す要部拡大
断面図（図９の［１１］－［１１］線に沿う断面図）
【図１２】本発明の湾曲操作装置における中継円板機構の第１の変形例を示す図
【図１３】本発明の湾曲操作装置における中継円板機構の第２の変形例を示す図
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図示の実施の形態によって本発明を説明する。以下の説明に用いる各図面は模式
的に示すものであり、各構成要素を図面上で認識可能な程度の大きさで示すために、各部
材の寸法関係や縮尺等を各構成要素毎に異ならせて示している場合がある。したがって、
本発明は、これら各図面に記載された構成要素の数量や構成要素の形状や構成要素の大き
さの比率や各構成要素の相対的な位置関係等に関し、図示の形態のみに限定されるもので
はない。
【００１７】
　［一実施形態］
　図１は、本発明の一実施形態の湾曲操作装置を具備する内視鏡の外観を示す正面図であ
る。図２は、図１の内視鏡の外観を示す右側面図である。図３は、図１の内視鏡の外観を
示す上面図である。図４は、図１の内視鏡の先端部および湾曲部の要部を示す横断面図で
ある。図５は図１の内視鏡における湾曲操作装置のワイヤ牽引部材とシリンダとの配置関



(5) JP WO2017/158892 A1 2017.9.21

10

20

30

40

50

係を示す説明図である。図６は、図１の内視鏡における湾曲操作装置のワイヤ牽引機構と
シリンダとの配置関係を示す斜視図である。図７は、図１の内視鏡における湾曲操作装置
のワイヤ牽引機構の内部構造体を示す斜視図である。図８は、図１の内視鏡における湾曲
操作装置のワイヤ牽引機構の内部構造体を示す分解斜視図である。図９は、図１の内視鏡
の操作部の要部断面図である。図１０は、図１の内視鏡の操作部内における中継円板機構
の配置を示す図である。図１１は、図１の内視鏡の操作部内における中継円板機構の断面
を拡大して示す要部拡大断面図である。図１１は、図９の［１１］－［１１］線に沿う断
面図である。
【００１８】
　本実施形態の内視鏡１は気管支用の内視鏡１である。この内視鏡１は、図１、図２に示
すように、細長管状に形成された挿入部２と、この挿入部２の基端に連設された操作部３
と、この操作部３から延設された内視鏡ケーブルであるユニバーサルコード４（図２では
不図示）と、このユニバーサルコード４の先端に配設された内視鏡コネクタ５（図２では
不図示）と、を備えて構成されている。
【００１９】
　挿入部２は、先端側から順に、先端部６、湾曲部７、可撓管部８が連設され、全体とし
て可撓性を有する管状部材によって構成されている。なお、換言すれば、湾曲部７は、操
作部３の先端側（に設けられた挿入部２の先端側）に設けられている構成部材であると言
える。
【００２０】
　操作部３は、可撓管部８の基端を覆った状態にて当該可撓管部８に接続された折れ止部
３０と、この折れ止部３０に連設され使用者（ユーザ）の手によって把持可能な把持部３
１と、この把持部３１の基端側に連設された操作部本体３２と、を有して構成されている
。
【００２１】
　なお、本実施形態において、操作部３における挿入軸Ｏ（図１参照）回りの方向は使用
者が把持部３１を把持した状態を基準として定義されている。具体的には、操作部３には
、把持部３１を把持した使用者を基準とする前後左右方向（前面、背面および左右側面な
ど）が定義されている。
【００２２】
　操作部３の把持部３１は、図１に示すように、挿入軸Ｏ（中心軸）に対して左右対称な
形状に形成され、使用者が左手または右手の何れの手によっても同様に把持することが可
能となっている。
【００２３】
　また、把持部３１の先端側の前面には、処置具挿通部３５が設けられている。この処置
具挿通部３５は、各所の処置具（不図示）を挿入する処置具挿通口３５ａを備えて構成さ
れている。
【００２４】
　操作部３の操作部本体３２の左右形状は挿入軸Ｏに対して左右対称に膨出された形状と
なっており、この操作部本体３２の先端側の左右側面には、把持部３１を把持した使用者
の人差し指などを操作ボタン群４０に導くガイド用凹部３２ａがそれぞれ形成されている
。
【００２５】
　処置具挿通口３５ａは、操作部３の内部において、図示しない分岐部材を介して、後述
する処置具挿通チャンネル１３（図４参照）が連通されている。また、処置具挿通部３５
には、処置具挿通口３５ａを閉塞するための蓋部材である鉗子栓（不図示）が着脱自在に
配設される。
【００２６】
　操作部本体３２は、把持部３１の基端側において、主として左右側方および前方に膨出
された略部分球状をなす中空部材によって構成されている。この操作部本体３２の前面側
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には、内視鏡１の各種機能を実行するための操作ボタン群４０が配設されている。
【００２７】
　これら操作ボタン群４０は、例えば、操作部本体３２に着脱自在に装着された吸引バル
ブ４１から突出する吸引ボタン４１ａと、内視鏡１に関する各種機能の中から任意の機能
を割り当てることが可能な２つのボタンスイッチ４２と、を有して構成されている。
【００２８】
　これら吸引ボタン４１ａおよびボタンスイッチ４２は、操作部本体３２の前面側におい
て、左右対称となるよう配置されている。
【００２９】
　即ち、本実施形態の吸引ボタン４１ａは、挿入軸Ｏに重畳するよう、操作部本体３２の
左右幅方向の中央に配置されている。
【００３０】
　また、２つのボタンスイッチ４２は、吸引ボタン４１ａよりも先端側において、挿入軸
Ｏを挟んで左右対称な位置に配置されている。
【００３１】
　操作部本体３２の背面側には、図２に示すように、湾曲部７に対する湾曲操作を行うた
めの操作レバーであり湾曲レバー４５が配設されている（図１、図３では不図示）。この
湾曲レバー４５は、図２、図３に示す符号Ｏ１、即ち当該湾曲レバー４５のレバー軸Ｏ１
周りに傾動するように構成されている。つまり、湾曲レバー４５は、操作部３に設けられ
、所定の方向に傾動可能に支持される湾曲操作部材である。
【００３２】
　この湾曲レバー４５の傾動方向は、例えば図３に示すように、挿入軸Ｏに直交する方向
である操作部３の左右幅方向に傾動操作の左右方向が定義され、この左右幅方向に直交す
る方向に上下方向が定義されている。
【００３３】
　より具体的には、本実施形態の湾曲レバー４５の傾動方向は、例えば、図３中の紙面左
側が湾曲部７を左側に湾曲させるための傾動方向（左傾動方向）、図３中の紙面右側が湾
曲部７を右側に湾曲させるための傾動方向（右傾動方向）、図３中の紙面下側が湾曲部７
を上側に湾曲させるための傾動方向（上傾動方向）、図３中の紙面上側が湾曲部７を下側
に湾曲させるための傾動方向（下傾動方向）としてそれぞれ定義されている。
【００３４】
　湾曲レバー４５の突端部には、使用者の親指などを当接させることが可能な指当て部４
６が設けられている（図２、図３参照）。
【００３５】
　この操作部本体３２の一側部（例えば、左側部）からは、ユニバーサルコード４が延出
されている。このユニバーサルコード４は、挿入部２の内部を通じて先端部６側から操作
部３に至り、さらに操作部３から延出する各種信号線などを内部に挿通するとともに、光
源装置（不図示）からのライトガイド（不図示）を挿通し、さらに送気送水装置（不図示
）から延出される送気送水用チューブを挿通する複合ケーブルである。
【００３６】
　ユニバーサルコード４の端部に設けられた内視鏡コネクタ５（図１参照）は、外部機器
のビデオプロセッサ（不図示）との間を接続する信号ケーブルが接続される電気コネクタ
部５ａを側面部に有するとともに、外部機器である光源装置との間を接続するライトガイ
ドおよび電気ケーブルが接続される光源コネクタ部５ｂと、を有して構成されている。
【００３７】
　図４に示すように、先端部６内には、金属製の先端硬質部１０が設けられ、この先端硬
質部１０にはＣＣＤ、ＣＭＯＳなどの撮像素子を内蔵した撮像ユニット１１、一対のライ
トガイド（不図示）、処置具挿通チャンネル１３が保持されている。
【００３８】
　また、先端部６内において、先端硬質部１０の基端側には、略円筒形状をなす最先端湾
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曲駒２０が外嵌され、この最先端湾曲駒２０の外周が湾曲ゴム２２によって覆われている
。最先端湾曲駒２０の内周には、挿入軸Ｏ回りの４箇所にワイヤ固定部（不図示）が設け
られ、各ワイヤ固定部には、挿入部２内に挿通された牽引ワイヤとしての４本の湾曲操作
ワイヤ（２３ａ、２３ｂ、２３ｃ、２３ｄ；牽引ワイヤ）の各先端がそれぞれ固定されて
いる。ここで、湾曲操作ワイヤ（２３ａ、２３ｂ、２３ｃ、２３ｄ）は、湾曲部７（の最
先端湾曲駒２０）に先端が接続されて、牽引弛緩により湾曲部７を湾曲させる牽引ワイヤ
ーである。なお、上記湾曲操作ワイヤについて、図４においては、単に符号２３を用いて
図示している。
【００３９】
　湾曲部７は、操作部３に対する術者などの操作入力に応じて、上下左右方向（ＵＰ－Ｄ
ＯＷＮ／ＲＩＧＨＴ－ＬＥＦＴ）を含む挿入軸Ｏ回りの全方向へと能動的に湾曲させ得る
ように構成されている。
【００４０】
　即ち、本実施形態の湾曲部７は、複数の湾曲駒２５が、挿入部２の上下方向に配置され
た枢軸部２５ａと、挿入部２の左右方向に配置された枢軸部２５ｂと、を交互に介して連
結された湾曲駒組２４を有して構成されている。
【００４１】
　この湾曲駒組２４の内部には、撮像ユニット１１から延在する信号ケーブル１１ａ、ラ
イトガイド（不図示）、処置具挿通チャンネル１３が、先端部６内と略同様の配置にて挿
通されている。
【００４２】
　また、湾曲駒組２４を構成する所定の湾曲駒２５には、挿入軸Ｏ回りの回転配置が上述
の各ワイヤ固定部（不図示）と略同様となる位置に、各湾曲操作ワイヤ（牽引ワイヤ）を
それぞれ挿通するワイヤガイド（図示せず）が形成されている。さらに、湾曲駒組２４の
外周は、先端部６側から延在する湾曲ゴム２２によって覆われている。
【００４３】
　可撓管部８は、受動的に湾曲可能な可撓性を有する管状部材によって構成されている。
この可撓管部８の内部には、上述の信号ケーブル１１ａ、ライトガイド（不図示）、処置
具挿通チャンネル１３が挿通されている（図１、図２においては何れも不図示）。
【００４４】
　次に、操作部３に内蔵される各部の構成について、以下に詳しく説明する。
【００４５】
　図６に示すように、操作部本体３２の内部には、吸引バルブ４１に連設するシリンダ４
３が設けられている。このシリンダ４３は、吸引バルブ４１を着脱自在に装着可能となっ
ており、吸引ボタン４１ａの配置に対応して挿入軸Ｏに重畳するよう、操作部本体３２の
左右幅方向の中央に配置されている。
【００４６】
　湾曲レバー４５は、例えば、上下左右方向を含む全方向に傾動可能なジョイスティック
型の棒状部材によって構成されている。この湾曲レバー４５は、操作部本体３２の背面側
において、左右対称となる位置に配置されている。
【００４７】
　即ち、本実施形態において、湾曲レバー４５は、挿入軸Ｏに重畳するように、操作部本
体３２の左右幅方向の中央に配置されている。なお、図９に示すように、湾曲レバー４５
が自然状態（無負荷状態；非操作状態）において、当該湾曲レバー４５のレバー軸Ｏ１は
、操作部本体３２の長手方向（挿入軸Ｏ）に対して所定の角度θを有するように配設され
ている。
【００４８】
　図５～図８に示すように、操作部３の内部において、湾曲レバー４５の基端側にはワイ
ヤ牽引機構５０が連設されている。このワイヤ牽引機構５０には、後述するように、連結
部材である中継円板機構６０（図５～図８では不図示、図９等参照）を介して先端側の各
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湾曲操作ワイヤ（２３ａ、２３ｂ、２３ｃ、２３ｄ；牽引ワイヤ）が接続されている。
【００４９】
　そして、湾曲レバー４５は、これらワイヤ牽引機構５０及び中継円板機構６０と共に湾
曲部７を任意の方向に湾曲動作させるための湾曲操作装置７０（図９参照）を構成してい
る。
【００５０】
　図６～図８に示すワイヤ牽引機構５０は、ハウジング５１（図７では不図示）と、この
ハウジング５１内に回動（揺動）自在に軸支される回動枠５２（図６では不可視）と、こ
の回動枠５２内に回動（揺動）自在に軸支されるベース部材５３（図８参照）と、このベ
ース部材５３に固設されるワイヤ牽引部材５４（図６では不可視）と、を有して構成され
ている。
【００５１】
　ハウジング５１は、略円筒形状をなす部材によって構成され、このハウジング５１の周
壁には、図８に示すように、互いに対向する軸孔５１ａが穿設されている。
【００５２】
　回動枠５２は、例えば、略矩形形状をなす枠体によって構成されている。この回動枠５
２には、図８に示すように、長手方向両端部の中央に互いに対向する一対のねじ孔５２ａ
が穿設され、さらに、短手方向両端部の中央に互いに対向する一対の軸孔５２ｂが穿設さ
れている。
【００５３】
　そして、ハウジング５１の各軸孔５１ａにそれぞれ挿通されたビス５５が各ねじ孔５２
ａに螺合することにより、回動枠５２はハウジング５１に対して、各ビス５５、各軸孔５
１ａ、各ねじ孔５２ａを結ぶ軸線を中心として回動自在に軸支されている。
【００５４】
　ベース部材５３は、略円柱形状をなす部材によって構成されている。このベース部材５
３の中心軸上には、湾曲レバー４５が一体形成されている。また、ベース部材５３の周部
には、互いに対向する一対の平坦部５３ｂが形成され、さらに、これら平坦部５３ｂを貫
通するねじ孔５３ｃが穿設されている（図８参照）。
【００５５】
　このねじ孔５３ｃには、回動枠５２の各軸孔５２ｂにそれぞれ挿通されたビス５６が螺
合され、これにより、ベース部材５３は回動枠５２に対してビス５６、軸孔５２ｂ、ねじ
孔５３ｃを結ぶ軸線を中心として回動自在に軸支されている。
【００５６】
　そして、このようにベース部材５３が回動枠５２を介してハウジング５１に支持される
ことにより、ベース部材５３に対して一体に連設された湾曲レバー４５は任意の方向に対
して傾動することが可能となっている。
【００５７】
　ワイヤ牽引部材５４は、図７、図８に示すように、互いに異なる４方向にアーム部５４
ｂが延出された板状の部材によって構成されている。本実施形態において、より具体的に
は、ワイヤ牽引部材５４は、互いに隣接するアーム部５４ｂのなす角度が９０度に設定さ
れた十字状の板状部材によって構成され、その中心部５４ａが複数のビス５７（本例では
４本）を介してベース部材５３に固定されている。
【００５８】
　即ち、ワイヤ牽引部材５４にはベース部材５３を介して湾曲レバー４５が連結され、こ
れにより、各アーム部５４ｂの先端側は、湾曲レバー４５の傾動動作に連動して変位可能
となっている。
【００５９】
　また、このように変位可能に支持された各アーム部５４ｂの先端側には、ワイヤ固定孔
５４ｃが穿設されている。各ワイヤ固定孔５４ｃには、四本の操作ワイヤ６５ａ、６５ｂ
、６５ｃ、６５ｄの各一端が固定されている。つまり、上記操作ワイヤ（６５ａ、６５ｂ
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、６５ｃ、６５ｄ）は、湾曲レバー４５（（湾曲操作部材）に繋がるワイヤ牽引部材５４
のアーム部５４ｂ）に一端が接続されて、湾曲レバー４５（湾曲操作部材）の変位に応じ
て牽引弛緩される線状部材である。
【００６０】
　ここで、各ワイヤ固定孔５４ｃに対する各操作ワイヤ６５ａ、６５ｂ、６５ｃ、６５ｄ
は、例えば、図５に示すように配置されているものとする。即ち、湾曲レバー４５を左傾
動方向に傾動させたときには操作ワイヤ６５ａ、６５ｃが牽引されるように、図５に示す
右上のアーム部５４ｂに操作ワイヤ６５ａが、同図５に示す右下のアーム部５４ｂに操作
ワイヤ６５ｃがそれぞれ固定されている。
【００６１】
　同様に、湾曲レバー４５を右傾動方向に傾動させたときには操作ワイヤ６５ｂ、６５ｄ
が牽引されるように、図５に示す左上のアーム部５４ｂに操作ワイヤ６５ｂが、同図５に
示す左下のアーム部５４ｂに操作ワイヤ６５ｄがそれぞれ固定されている。
【００６２】
　同様に、湾曲レバー４５を上傾動方向に傾動させたときには操作ワイヤ６５ａ、６５ｂ
が牽引されるように、図５に示す右上のアーム部５４ｂに操作ワイヤ６５ａが、同図５に
示す左上のアーム部５４ｂに操作ワイヤ６５ｂがそれぞれ固定されている。
【００６３】
　同様に、湾曲レバー４５を下傾動方向に傾動させたときには操作ワイヤ６５ｃ、６５ｄ
が牽引されるように、図５に示す右下のアーム部５４ｂに操作ワイヤ６５ｃが、同図５に
示す左下のアーム部５４ｂに操作ワイヤ６５ｄがそれぞれ固定されている。
【００６４】
　なお、各アーム部５４ｂのなす角度は９０度に限定されるものではなく、例えば、当該
９０度を基準とする±３０度の範囲内において任意に変更することも可能である。
【００６５】
　このように構成されたワイヤ牽引機構５０は、操作部本体３２内において、シリンダ４
３と前後に対向するよう配置されている（図５、図６等参照）。この場合において、ワイ
ヤ牽引機構５０は、各アーム部５４ｂが湾曲レバー４５に定義された上下左右の傾動方向
に対して当該湾曲レバー４５のレバー軸Ｏ１回りにそれぞれ３０度～６０度の範囲内で回
転移動させた位置（例えば、４５度回転移動させた位置）に配置されている。
【００６６】
　これにより、例えば、図６に示されるように、ワイヤ牽引機構５０は、ワイヤ牽引部材
５４の２つのアーム部５４ｂの間に、シリンダ４３を臨み得る状態に配置されている。
【００６７】
　中継円板機構６０は、図９、図１０、図１１に示すように、操作部本体３２内から把持
部３３内へと延在する左右一対のステー６１、６２と、このステー６２に対し回動（揺動
）自在に軸支されるハウジング６３と、このハウジング６３内で回動（揺動）自在に軸支
される回動枠６４と、によって構成されている。
【００６８】
　上記中継円板機構６０の基本的な構成は、上記ワイヤ牽引機構５０と略同様である。即
ち、挿入軸Ｏに対してそれぞれ直交し、かつ互いに直交する二軸（軸部６６、ビス６７を
各挿通する二軸、即ち図１１のＸ軸及びＹ軸）を支軸（回転中心）としてハウジング６３
及び回動枠６４が回動（揺動）自在に軸支される構成となっている。
【００６９】
　ハウジング６３は、略円環形状をなす部材によって構成される第１の円環形状部材であ
る。このハウジング６３の周壁には、図１１に示すように、互いに対向する位置に設けら
れそれぞれが径方向外方に向けて突出するように形成された一対の軸部６６が突設されて
いる（左右方向）。さらに、同ハウジング６３の周壁には、上記一対の軸部６６に対して
角度略９０度回転した位置に、互いに対向するように設けられた軸孔６６ａが穿設されて
いる（上下方向）。
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【００７０】
　回動枠６４は、略円環形状をなす部材によって構成される第２の円環形状部材である。
この回動枠６４の周壁には、図１１に示すように、互いに対向するように、かつ当該中継
円板機構６０を組み立てた状態としたときに、上記軸孔６６ａに対向する位置に一対のね
じ孔６４ａが穿設されている。
【００７１】
　そして、ハウジング６３の各軸部６６は、上記ステー６２のそれぞれに形成された軸孔
６２ａに嵌合している。これにより、ハウジング６３は一対のステー６２に挟まれた状態
で、図１１に示すＸ軸周りに回動（揺動）自在に構成されている。ここで、Ｘ軸は、各軸
部６６、各軸孔６２ａを結ぶ軸線である。
【００７２】
　また、ハウジング６３の各軸孔６６ａには、ビス６７がそれぞれに挿通され、さらに、
当該ビス６７のそれぞれは、回動枠６４の各ねじ孔６４ａに螺合している。これにより、
ハウジング６３に対して回動枠６４は、図１１に示すＹ軸周りに回動（揺動）自在に構成
されている。ここで、Ｙ軸は、各ビス６７、各軸孔６６ａ、各ねじ孔６４ａを結ぶ軸線で
ある。そして、Ｙ軸と上記Ｘ軸とは、上記ハウジング６３及び回動枠６４の平面内で互い
に直交する軸線である。なお、ここで、上記ハウジング６３及び回動枠６４の平面とは、
両部材（６３、６４）の各断面（図１１参照）が略円形となる面をいうものとする。
【００７３】
　この構成により、ハウジング６３（第１の円環形状部材）は、外周に突設し対向配置さ
れる一対の軸部６６を支軸（Ｘ軸）として回動枠６４（第２の円環形状部材）と共に同じ
方向に揺動自在に設けられている。また、回動枠６４（第２の円環形状部材）は、ハウジ
ング６３（第１の円環形状部材）の一対の軸部６６（支軸；Ｘ軸）に対して直交するＹ軸
を支軸としてハウジング６３（第１の円環形状部材）とは独立して揺動自在に設けられて
いる。
【００７４】
　なお、上記実施形態においては、ハウジング６３に軸部６６を設けて、この軸部６６を
支軸として上記一対のステー６２に対してＸ軸周りに回動（揺動）自在に構成しているが
、この例に限られることはない。例えば、ハウジング６３の外周面の対向する位置に一対
の孔部を設け、この一対の孔部のそれぞれに挿通するビスを介して上記一対のステー６２
に対してＸ軸周りに回動（揺動）自在に構成することもできる。また、上記一対の軸部６
６は、外周に突設した形態を例示したが、これに限らず、内側に向けて突設される形態も
考えられる。
【００７５】
　そして、回動枠６４には、周方向に所定の間隔を置いて複数の孔部６４ｘ、６４ｙがそ
れぞれ穿設されている。本実施形態において、上記複数の孔部６４ｘ、６４ｙは、それぞ
れ四個ずつ設けた例を示している。
【００７６】
　即ち、上記複数の孔部６４ｘ、６４ｙのうち、四つの孔部６４ｘには、操作部側から延
出される四本の操作ワイヤ（６５ａ、６５ｂ、６５ｃ、６５ｄ）のそれぞれの他端が固定
される。操作部側から延出される四本の操作ワイヤ（６５ａ、６５ｂ、６５ｃ、６５ｄ）
は、上記ワイヤ牽引部材５４の各アーム部５４ｂのワイヤ固定孔５４ｃに一端が固定され
、当該中継円板機構６０まで延出されるワイヤである。
【００７７】
　具体的に説明すると、上記ワイヤ牽引部材５４の各アーム部５４ｂのワイヤ固定孔５４
ｃには、操作ワイヤ６５ａ、６５ｂ、６５ｃ、６５ｄの基端側が接続されている。一方、
回動枠６４の四つの孔部６４ｘには、操作ワイヤ６５ａ、６５ｂ、６５ｃ、６５ｄの先端
側が接続されている。
【００７８】
　ここで、回動枠６４の四つの孔部６４ｘには、上記ワイヤ牽引部材５４の各アーム部５
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４ｂのワイヤ固定孔５４ｃに対応させて操作ワイヤ６５ａ、６５ｂ、６５ｃ、６５ｄのい
ずれかが固定される。例えば、湾曲レバー４５を左傾動方向に傾動させたときには操作ワ
イヤ６５ａ、６５ｃが牽引されるように、図１１に示す右上の孔部６４ｘに操作ワイヤ６
５ａが、同図１１に示す右下の孔部６４ｘに操作ワイヤ６５ｃがそれぞれ固定されている
。
【００７９】
　同様に、湾曲レバー４５を右傾動方向に傾動させたときには操作ワイヤ６５ｂ、６５ｄ
が牽引されるように、図１１に示す左上の孔部６４ｘに操作ワイヤ６５ｂが、同図１１に
示す左下の孔部６４ｘに操作ワイヤ６５ｄがそれぞれ固定されている。
【００８０】
　同様に、湾曲レバー４５を上傾動方向に傾動させたときには操作ワイヤ６５ａ、６５ｂ
が牽引されるように、図１１に示す右上の孔部６４ｘに操作ワイヤ６５ａが、同図１１に
示す左上の孔部６４ｘに操作ワイヤ６５ｂがそれぞれ固定されている。
【００８１】
　同様に、湾曲レバー４５を下傾動方向に傾動させたときには操作ワイヤ６５ｃ、６５ｄ
が牽引されるように、図１１に示す右下の孔部６４ｘに操作ワイヤ６５ｃが、同図１１に
示す左下の孔部６４ｘに操作ワイヤ６５ｄがそれぞれ固定されている。
【００８２】
　また、上記複数の孔部６４ｘ、６４ｙのうち、四つの孔部６４ｙには、先端側へ延出し
、湾曲部７の最先端湾曲駒２０のワイヤ固定部（不図示）に固定される四本のワイヤ（２
３ａ、２３ｂ、２３ｃ、２３ｄ）のそれぞれの他端が固定される。
【００８３】
　なお、各操作ワイヤ６５ａ、６５ｂ、６５ｃ、６５ｄの中途には、操作部本体３２内で
回動軸（７１、７２）に回動自在に軸支された４つのプーリ（６８ａ、６８ｂ、６８ｃ、
６８ｄ）が配置されている（図７、図９参照；なお、図９においてはプーリは２個のみ図
示されている）。
【００８４】
　上記４つのプーリは、ワイヤ牽引部材５４の各アーム部５４ｂに接続された４本の操作
ワイヤ６５ａ、６５ｂ、６５ｃ、６５ｄの延設方向を、操作部３の内部において変更する
ための構成部材である。
【００８５】
　また、回動枠６４の四つの孔部６５ｙには、湾曲操作ワイヤ（２３ａ、２３ｂ、２３ｃ
、２３ｄ）の基端側が接続されている。なお、各湾曲操作ワイヤ（２３ａ、２３ｂ、２３
ｃ、２３ｄ）の先端側は、上述したように、湾曲部７の最先端湾曲駒２０のワイヤ固定部
（不図示）に固定されている。
【００８６】
　例えば、湾曲レバー４５を左傾動方向に傾動させたときには操作ワイヤ６５ａ、６５ｃ
が牽引されることで、湾曲操作ワイヤ２３ｃが牽引されるように、図１１に示す右側の孔
部６４ｙに湾曲操作ワイヤ２３ｃが固定されている。
【００８７】
　同様に、湾曲レバー４５を右傾動方向に傾動させたときには操作ワイヤ６５ｂ、６５ｄ
が牽引されることで、湾曲操作ワイヤ２３ｄが牽引されるように、図１１に示す左側の孔
部６４ｙに湾曲操作ワイヤ２３ｄが固定されている。
【００８８】
　同様に、湾曲レバー４５を上傾動方向に傾動させたときには操作ワイヤ６５ａ、６５ｂ
が牽引されることで、湾曲操作ワイヤ２３ａが牽引されるように、図１１に示す上側の孔
部６４ｙに湾曲操作ワイヤ２３ａが固定されている。
【００８９】
　同様に、湾曲レバー４５を下傾動方向に傾動させたときには操作ワイヤ６５ｃ、６５ｄ
が牽引されることで、湾曲操作ワイヤ２３ｂが牽引されるように、図１１に示す下側の孔
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部６４ｙに湾曲操作ワイヤ２３ｂが固定されている。
【００９０】
　簡略に説明すると、連結部材である中継円板機構６０の回動枠６４においては、操作ワ
イヤ６５ａ、６５ｂ、６５ｃ、６５ｄの他端が第１の位置である孔部６４ｘに連結され、
この孔部６４ｘ（第１の位置）から操作部３の挿入軸Ｏ（長手軸）の軸周り方向に所定の
角度だけ移動した位置にある第２の位置である孔部６４ｙに湾曲操作ワイヤ（２３ａ、２
３ｂ、２３ｃ、２３ｄ；牽引ワイヤ）の基端が連結され、操作ワイヤ６５ａ、６５ｂ、６
５ｃ、６５ｄの牽引弛緩に応じて変位可能に保持されている。
【００９１】
　このような構成において、例えば、使用者が操作部３の把持部３１を把持し、把持した
手の親指によって湾曲レバー４５を左傾動方向に傾動させると、主として、右傾動方向に
位置する２つのアーム部５４ｂに連結された２つの操作ワイヤ６５ａ、６５ｃが牽引弛緩
される。
【００９２】
　これら２つの操作ワイヤ６５ａ、６５ｃへの牽引は、対応する回動枠６４の二つの孔部
６４ｘに伝達され、回動枠６４は操作ワイヤ６５ａ、６５ｃの牽引弛緩量に応じた角度に
て揺動する。このとき、回動枠６４は、湾曲操作ワイヤ２３ｃを牽引することになる。し
たがって、湾曲部７内においては、湾曲方向左側に位置する湾曲操作ワイヤ２３ｃが回動
枠６４によって牽引弛緩され、湾曲部７は左側に湾曲される。
【００９３】
　また、例えば、使用者が操作部３の把持部３１を把持し、把持した手の親指によって湾
曲レバー４５を右傾動方向に傾動させると、主として、左傾動方向に位置する２つのアー
ム部５４ｂに連結された２つの操作ワイヤ６５ｂ、６５ｄが牽引弛緩される。
【００９４】
　これら２つの操作ワイヤ６５ｂ、６５ｄへの牽引は、対応する回動枠６４の二つの孔部
６４ｘに伝達され、回動枠６４は操作ワイヤ６５ｂ、６５ｄの牽引弛緩量に応じた角度に
て揺動される。このとき、回動枠６４は、湾曲操作ワイヤ２３ｄを牽引することになる。
したがって、湾曲部７内においては、湾曲方向左側に位置する湾曲操作ワイヤ２３ｄが回
動枠６４によって牽引弛緩され、湾曲部７は右側に湾曲される。
【００９５】
　また、例えば、使用者が操作部３の把持部３１を把持し、把持した手の親指によって湾
曲レバー４５を上傾動方向に傾動させると、主として、下傾動方向に位置する２つのアー
ム部５４ｂに連結された２つの操作ワイヤ６５ｃ、６５ｄが牽引弛緩される。
【００９６】
　これら２つの操作ワイヤ６５ｃ、６５ｄへの牽引は、対応する回動枠６４の二つの孔部
６４ｘに伝達され、回動枠６４は操作ワイヤ６５ｃ、６５ｄの牽引弛緩量に応じた角度に
て揺動される。このとき、回動枠６４は、湾曲操作ワイヤ２３ｂを牽引することになる。
したがって、湾曲部７内においては、湾曲方向左側に位置する湾曲操作ワイヤ２３ｂが回
動枠６４によって牽引弛緩され、湾曲部７は下側に湾曲される。
【００９７】
　また、例えば、使用者が操作部３の把持部３１を把持し、把持した手の親指によって湾
曲レバー４５を下傾動方向に傾動させると、主として、上傾動方向に位置する２つのアー
ム部５４ｂに連結された２つの操作ワイヤ６５ａ、６５ｂが牽引弛緩される。
【００９８】
　これら２つの操作ワイヤ６５ａ、６５ｂへの牽引は、対応する回動枠６４の二つの孔部
６４ｘに伝達され、回動枠６４は操作ワイヤ６５ａ、６５ｂの牽引弛緩量に応じた角度に
て揺動される。このとき、回動枠６４は、湾曲操作ワイヤ２３ａを牽引することになる。
したがって、湾曲部７内においては、湾曲方向左側に位置する湾曲操作ワイヤ２３ａが回
動枠６４によって牽引弛緩され、湾曲部７は上側に湾曲される。
【００９９】
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　以上説明したように上記第１の実施形態によれば、湾曲操作部材の傾動操作に連動させ
て湾曲部を湾曲動作させ得る湾曲操作装置を備えた内視鏡において、操作部３に設けられ
傾動可能に支持される湾曲レバー４５（湾曲操作部材）を所定の方向に傾動操作すること
で、操作部３の先端側に設けられた湾曲部７を湾曲可能とするために、湾曲レバー４５（
湾曲操作部材）と湾曲部７との間を連結するワイヤー部材の途中に中継円板機構６０（連
結部材）を設けて構成している。
【０１００】
　この場合において、操作ワイヤ６５ａ、６５ｂ、６５ｃ、６５ｄは、一端が湾曲レバー
４５（湾曲操作部材）に接続され、他端が中継円板機構６０（連結部材）の回動枠６４の
第１の位置である孔部６４ｘに連結されている。
【０１０１】
　また、湾曲操作ワイヤ（２３ａ、２３ｂ、２３ｃ、２３ｄ；牽引ワイヤ）は、先端が湾
曲部７に接続され、基端が中継円板機構６０（連結部材）の回動枠６４の上記孔部６４ｘ
（第１の位置）から挿入軸（長手軸）Ｏの軸周り方向に所定の角度だけ移動した位置にあ
る第２の位置である孔部６４ｙに連結されている。
【０１０２】
　そして、中継円板機構６０（連結部材）の回動枠６４は、湾曲レバー４５（湾曲操作部
材）の変位に応じて牽引弛緩される操作ワイヤ６５ａ、６５ｂ、６５ｃ、６５ｄに応じて
変位することにより、湾曲部７を湾曲させ得る。
【０１０３】
　したがって、これにより、中継円板機構を設けることによって、湾曲操作部材側の操作
ワイヤの配置と、湾曲部側の牽引ワイヤの配置とを異なる配置となるように、容易に変換
することができるので、操作部内において、吸引機構に関する構成部材やライトガイド等
の各種の構成部材を配置する際のレイアウトの自由度をより広く確保することができると
共に、操作部内の効率的なレイアウトを実現し、よって操作部自体の小型化をも実現する
ことが可能となる。
【０１０４】
　［変形例］
　上述の一実施形態の湾曲操作装置においては、中継円板機構６０における回動枠６４の
形態を円形状に構成した例を示したが、この形態に限られることはない。例えば、次に示
すような形態の回動枠による中継円板機構を構成することもできる。
【０１０５】
　図１２は、本発明の湾曲操作装置における中継円板機構の第１の変形例を示す図である
。この図１２に示すように、本変形例の中継円板機構６０Ａは、基本的には上述の一実施
形態の湾曲操作装置における中継円板機構６０と略同様の構成を有する。上述の一実施形
態における中継円板機構６０では、回動枠６４に設けられる複数の孔部６４ｘ（第１の位
置）及び複数の孔部６４ｙ（第２の位置）は、同心円上に配置されるように構成している
。これに対し、本変形例における中継円板機構６０Ａでは、回動枠６４Ａに設けられる複
数の孔部６４ｘ（第１の位置）と、複数の孔部６４ｙ（第２の位置）とを、異なる半径を
有する円上に配置されるように構成している。
【０１０６】
　具体的には、図１２に示すように、操作ワイヤ６５ａ、６５ｂ、６５ｃ、６５ｄの他端
が連結される第１の位置となる複数の孔部６４ｘは、回動枠６４Ａにおいて、半径Ａで示
される円周上に形成されている。この場合において、複数の孔部６４ｘは、図１２の半径
Ａの円周上において、湾曲レバー４５の傾動方向である上下左右の各正方向、即ち図１２
に示すＸ軸方向及びＹ軸方向に対して角度略３０～６０度だけ回転した位置に形成されて
いる。
【０１０７】
　一方、湾曲操作ワイヤ（２３ａ、２３ｂ、２３ｃ、２３ｄ；牽引ワイヤ）の基端が連結
される第２の位置となる複数の孔部６４ｙは、回動枠６４Ａにおいて、半径Ｂで示される
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円周上に形成されている。ここで、半径Ａ＞半径Ｂ＞０であるものとする。この場合にお
いて、複数の孔部６４ｙは、図１２の半径Ｂの円周上において、湾曲レバー４５の傾動方
向である上下左右の各正方向、即ち図１２に示すＸ軸及びＹ軸とそれぞれ交差する位置に
形成されている。
【０１０８】
　このような構成により、上記第１の変形例においては、操作部側のワイヤー牽引量がＡ
／Ｂ倍となるので、その結果、必要な牽引量を維持しながら、挿入部側の牽引ワイヤ（湾
曲操作ワイヤ（２３ａ、２３ｂ、２３ｃ、２３ｄ）の配置をコンパクトに収めることがで
き、よって操作部３のさらなる小型化を実現することができる。
【０１０９】
　また、図１３は、本発明の湾曲操作装置における中継円板機構の第２の変形例を示す図
である。
【０１１０】
　図１３に示す第２の変形例における中継円板機構６０Ｂでは、回動枠６４Ｂに設けられ
る複数の孔部６４ｘ（第１の位置）と、複数の孔部６４ｙ（第２の位置）との配置を次の
ように設定した構成としている。
【０１１１】
　即ち、図１３に示すように、本変形例における中継円板機構６０Ｂの回動枠６４Ｂにお
いて、操作ワイヤ６５ａ、６５ｂ、６５ｃ、６５ｄの他端が連結される第１の位置となる
複数の孔部６４ｘは、半径Ｃで示される円周上に形成されている。この場合において、複
数の孔部６４ｘは、図１３の半径Ｃの円周上において、湾曲レバー４５の傾動方向である
上下左右の各正方向、即ち図１３に示すＸ軸方向及びＹ軸方向に対して角度略３０～６０
度だけ回転した位置に形成されている。
【０１１２】
　一方、湾曲操作ワイヤ（２３ａ、２３ｂ、２３ｃ、２３ｄ；牽引ワイヤ）の基端が連結
される第２の位置となる複数の孔部６４ｙは、回動枠６４Ｂにおいて、Ｄ＞Ｅ＞０のとき
の長径＝２Ｄ、短径＝２Ｅとする楕円上に形成されている。この場合において、複数の孔
部６４ｙは、図１３の上記楕円上において、湾曲レバー４５の傾動方向である上下左右の
各正方向、即ち図１３に示すＸ軸及びＹ軸とそれぞれ交差する位置に形成されている。
【０１１３】
　このように、上記第２の変形例においては、挿入部側の牽引ワイヤ（湾曲操作ワイヤ（
２３ａ、２３ｂ、２３ｃ、２３ｄ））を楕円上に配置した構成とすることで、上下傾動方
向と左右傾動方向とで牽引量の変換率を異なるように形成される。即ち、操作部側のワイ
ヤー牽引量は、上下傾動方向でＤ／Ｃ倍となり、左右傾動方向でＥ／Ｃ倍となる。これに
より、操作部３のサイズを変えることなく、各方向に必要な牽引量を設定することができ
る。
【０１１４】
　なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しない
範囲内において種々の変形や応用を実施し得ることが可能であることは勿論である。さら
に、上記実施形態には、種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件に
おける適宜な組み合わせによって、種々の発明が抽出され得る。例えば、上記一実施形態
に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課
題が解決でき、発明の効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明と
して抽出され得る。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい
。この発明は、添付のクレームによって限定される以外にはそれの特定の実施態様によっ
て制約されない。
【０１１５】
　本出願は、２０１６年３月１７日に日本国に出願された特許出願２０１６－０５３５０
２号を優先権主張の基礎として出願するものである。
【０１１６】
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　上記基礎出願により開示された内容は、本願の明細書と請求の範囲と図面に引用されて
いるものである。
【産業上の利用可能性】
【０１１７】
　本発明は、医療分野の内視鏡制御装置だけでなく、工業分野の内視鏡制御装置にも適用
することができる。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年4月17日(2017.4.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作部に設けられ、所定の方向に傾動可能に支持される湾曲操作部材と、
　前記操作部の先端側に設けられた湾曲部と、
　前記湾曲操作部材に一端が接続されて、前記湾曲操作部材の変位に応じて牽引弛緩され
る操作ワイヤと、
　前記湾曲部に先端が接続されて、牽引弛緩により前記湾曲部を湾曲させる牽引ワイヤと
、
　前記操作ワイヤの他端が第１の位置に連結され、前記第１の位置から前記操作部の長手
軸の軸周り方向に所定の角度移動した第２の位置に前記牽引ワイヤの基端が連結され、前
記操作ワイヤの牽引弛緩に応じて変位可能に保持された連結部材と、
　を具備することを特徴とする湾曲操作装置。
【請求項２】
　前記連結部材は、第１の円環形状部材と、この第１の円環形状部材の内部で回動自在に
支持される第２の円環形状部材とによって構成され、
　前記第１の円環形状部材は、対向配置される一対の軸部若しくは一対の孔部を支軸とし
て前記第２の円環形状部材と共に同方向に揺動自在に設けられ、
　前記第２の円環形状部材は、前記第１の円環形状部材の前記支軸に対して直交する軸を
支軸として前記第１の円環形状部材とは独立して揺動自在に設けられていることを特徴と
する請求項１に記載の湾曲操作装置。
【請求項３】
　前記連結部材における前記第１の位置と前記第２の位置とは、同心円上に配置されてい
ることを特徴とする請求項１に記載の湾曲操作装置。
【請求項４】
　前記連結部材における前記第１の位置は、前記第２の位置よりも小径となる円周上に配
置されていることを特徴とする請求項１に記載の湾曲操作装置。
【請求項５】
　前記連結部材における前記第１の位置は円周上に配置され、前記第２の位置は楕円上に
配置されていることを特徴とする請求項１に記載の湾曲操作装置。
【請求項６】
　前記連結部材における前記第１の位置は楕円上に配置され、前記第２の位置は円周上に
配置されていることを特徴とする請求項１に記載の湾曲操作装置。
【請求項７】
　操作部と、
　前記操作部の先端側に連設され細長管形状に形成される挿入部とを有し、
　前記操作部の内部に請求項１に記載の湾曲操作装置を備えてなることを特徴とする内視
鏡。
【手続補正書】
【提出日】平成29年9月22日(2017.9.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作部に設けられ、所定の方向に傾動可能に支持される湾曲操作部材と、
　前記操作部の先端側に設けられた湾曲部と、
　前記湾曲操作部材に一端が接続されて、前記湾曲操作部材の変位に応じて牽引弛緩され
る操作ワイヤと、
　前記湾曲部に先端が接続されて、牽引弛緩により前記湾曲部を湾曲させる牽引ワイヤと
、
　前記操作ワイヤの他端が第１の位置に連結され、前記第１の位置から前記操作部の長手
軸の軸周り方向に所定の角度移動した第２の位置に前記牽引ワイヤの基端が連結され、前
記操作ワイヤの牽引弛緩に応じて変位可能に保持された連結部材と、
　を具備することを特徴とする湾曲操作装置。
【請求項２】
　前記連結部材は、第１の円環形状部材と、この第１の円環形状部材の内部で回動自在に
支持される第２の円環形状部材とによって構成され、
　前記第１の円環形状部材は、対向配置される一対の軸部若しくは一対の孔部を支軸とし
て前記第２の円環形状部材と共に同方向に揺動自在に設けられ、
　前記第２の円環形状部材は、前記第１の円環形状部材の前記支軸に対して直交する軸を
支軸として前記第１の円環形状部材とは独立して揺動自在に設けられていることを特徴と
する請求項１に記載の湾曲操作装置。
【請求項３】
　前記連結部材における前記第１の位置と前記第２の位置とは、同心円上に配置されてい
ることを特徴とする請求項１に記載の湾曲操作装置。
【請求項４】
　前記連結部材における前記第１の位置は、第１の半径を有する円上に配置され、前記第
２の位置は、前記第１の半径とは異なる第２の半径を有する円上に配置されていることを
特徴とする請求項１に記載の湾曲操作装置。
【請求項５】
　前記連結部材における前記第１の位置は円周上に配置され、前記第２の位置は楕円上に
配置されていることを特徴とする請求項１に記載の湾曲操作装置。
【請求項６】
　操作部と、
　前記操作部の先端側に連設され細長管形状に形成される挿入部とを有し、
　前記操作部の内部に請求項１に記載の湾曲操作装置を備えてなることを特徴とする内視
鏡。
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摘要(译)

弯曲操作装置包括：弯曲操作部件45，其设置在操作部3上，以能够向规
定方向倾斜地支承;弯曲部7，其设置在操作部的前端侧，一端连接于弯
曲操作部件根据弯曲操作构件的位移被牵引和松弛的操作线65a，65b，
65c，65d以及连接到弯曲部的远端，弯曲操作线的另一端的牵引线
23a，23b，23c，23d以及连接到第一位置64x并且围绕操作部的纵向轴
线O的轴线从第一位置移动预定角度的第二端并且，连接部件60将牵引
线的基端连接到位置64y2，并且保持为随着操作线的牵引和松开而可移
动。
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